
　遺族(補償)年金の受給権者が、次の理由によって年金を受けられなくなったときは、次順位の

遺族が年金の支給を受けることとなります（「転給」といいます）。

（1）死亡したとき

（2）婚姻をしたとき（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み

ます）

（3）直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき（届出をしていないが、事実上養子

縁組関係と同様の事情にある場合を含みます)

（4）離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき

（5）子、孫または兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したと

き（被災労働者の死亡の時から引き続き一定障害の状態にあるときを除きます）

（6）一定障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹については、その事情が

なくなったとき

　所轄の労働基準監督署長に「遺族補償年金・遺族年金転給等請求書」（様式第13号）を提出し

てください。

　なお、遺族特別年金の支給申請は、原則として転給の申請と同時に同一の様式で行うことにな

ります。

請求書記入例


